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規

則

青
森
県
肥
料
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
六
号

青
森
県
肥
料
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
肥
料
取
締
法
施
行
細
則

(

昭
和
二
十
五
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
六
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

第
四
条
第
一
項
第
五
号｣

を

｢

第
四
条
第
一
項
第
七
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
�
村
長
か
ら
三
�
村
の
区
域
内
に
新
た
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確

認
し
、
こ
の
土
地
を
三
�
村
字
中
浜
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
条
の
五
第

二
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

東
津
軽
郡
三
�
村
字
中
浜
六
二
の
一
、
七
九
の
一
、
七
九
の
二
、
七
九
の
三
、
七
九
の
五
、
一
三

二
の
一
、
一
三
二
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五
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地
先
公
有
水
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立
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一
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四
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メ
ー
ト
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青
森
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
川

内
町
長
か
ら
川
内
町
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

下
北
郡
川
内
町

大
字
川
内
湯
ノ
川
山
国
有
林
七
五
〇
林
班
、
七
五
一
林
班
を
字
湯
野
川
に
編
入
す
る
。

青
森
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
施
術
者
か
ら
住
所
及
び
施
術
所
の
所
在
地
を
変
更

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
一
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

下
北
郡
東
通
村
大
字
砂
子
又
字
沢
内
五
の
七
二
か
ら
五
の
七
六
ま
で
、
五
の
七
八

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

保
安
林
解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

青
森
県
告
示
第
五
百
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

し
ろ
と
歯
科
医
院

ひ
ま
わ
り
薬
局
弘

大
病
院
前

弘
前
市
大
字
川
先
一
丁
目
二
の
一

弘
前
市
大
字
本
町
五
六
の
九
メ
ゾ
ン
ソ
レ
イ
ユ
一
階

平
成
��･
�･
�

��･

�･
��

区

分

氏

名

住

所

施
術
所
の

名

称

施
術
所
の

所
在
地

変
更
年
月
日

変
更
前

弘
前
市
大
字
本
町

一
二
四

弘
前
市
大
字
本
町

一
二
四

変
更
後

笹

敬
三

中
津
軽
郡
相
馬
村

大
字
湯
口
字
二
ノ

安
田
七
二
の
一
三

笹
整
骨
院

中
津
軽
郡
相
馬
村

大
字
湯
口
字
二
ノ

安
田
七
二
の
一
三

平
成
��･

�･

�

� �
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公

告

土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
区
画
整
理
法

(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

青
森
市
浜
田
土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

組
合
の
名
称

青
森
市
浜
田
土
地
区
画
整
理
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
八
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

青
森
市
大
字
浜
田
字
板
橋
、
同
大
字
字
豊
田
、
同
大
字
字
玉
川
、
大
字
浦
町
字
奥
野
、
大
字
大

野
字
若
宮
、
同
大
字
字
前
田
及
び
大
字
荒
川
字
成
瀬
の
各
一
部

四

事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
浜
田
字
豊
田
九
九
番
地
の
一
七

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
八
年
一
月
十
七
日

六

変
更
内
容

事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
大
野
字
若
宮
一
六
〇
番
地
の
二

七

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
十
五
年
七
月
二
十
四
日

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

東
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

小

野

�

司
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届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区
の

名

称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

階

上

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
小
舟
渡
五
五

番
地

長

根

繁

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
鹿
倉
九
四
番

地
一

畑

中

清

二

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
沢
前
戸
三
八

番
地
二

小

西

博

美

平
成
十
五
年
八

月
一
日
か
ら
同

月
十
五
日
ま
で

階
上
漁
業
協

同
組
合

土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

十
四
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

二
―
四

平

内

町

平
成
��･

�･

��

〃

二
―
一
一

〃

〃

〃

二
―
一
九

〃

〃

十
四
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業

二
―
一
〇
三

〃

〃

〃

二
―
一
〇
四

〃

〃

〃

二
―
一
〇
五

〃

〃

� �
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十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
告
示
第
四
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
及
び

七
戸
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
長

清

藤

栄

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
一
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞
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〃

二
―
一
一
九

〃

〃

〃

二
―
一
二
〇

〃

〃

〃

二
―
一
二
二

〃

〃

〃

二
―
一
二
三

〃

〃

〃

二
―
一
三
〇

〃

〃

位

置

延

長

幅

員

指
定
年
月
日

上
北
郡
七
戸
町
字
太
田
野
三

三
の
四
〇
及
び
三
三
の
四
三

三
六
・
八
〇
メ
ー
ト

ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

平
成��･

�･
��

遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
キ
ン
グ
ゴ
ッ
ド
Ｓ
Ｂ
５

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン

〃

モ
ン
キ
ー
バ
ナ
ナ
２

大
和
工
業
株
式
会
社

〃

モ
ン
キ
ー
バ
ナ
ナ
３

〃

回
胴
式
遊
技
機

ツ
イ
ン
バ
ー
ニ
ン
グ

株
式
会
社
藤
商
事

〃

ツ
イ
ン
バ
ー
ニ
ン
グ
２

〃

〃

ベ
ル
ラ
ッ
シ
ュ
Ｒ

ベ
ル
コ
株
式
会
社

〃

ベ
ル
ラ
ッ
シ
ュ
Ｒ
―
３
０

〃

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)
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